
 

 

 

 

 第３次牧之原市地域福祉計画・地域福祉活動計画の計画期間が令和５年度末に終了するため、社

会状況の変化や、国や静岡県の動向を踏まえ、令和６年度から令和 10年度までの市の地域福祉を推

進していくための理念や総合的な方向性を示す「地域福祉計画」と市社会福祉協議会の地域福祉の

推進を目的とした民間の活動・行動計画である「地域福祉活動計画」を一体的に策定します。 

本計画は、社会福祉法の第 107 条に規定する市町村地域福祉計画であり、他の福祉分野の上位計

画して位置づけられています。 

 また、誰一人取り残さない社会の実現を目指すＳＤＧｓの 17のゴール(目標)を踏まえ、本計画に

おいては、関連する次の７つの目標達成に向けて施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画では第１章から第８章の構成としています。 

・法律や法改正に対応するため、「重層的支援体制整備事業に向けた取組方針」や「第２期成年

後見制度利用促進基本計画」、「再犯防止推進計画」を一体的に策定します。 

※   下線が変更箇所 

 

  

第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画 第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画素案 ページ 

第１章 計画の概要 

第２章 牧之原市の現状・課題のまとめ 

第３章 基本理念・基本目標 

 

第４章 地域福祉施策の展開 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進体制 

第１章 計画の概要 

第２章 牧之原市の現状・課題のまとめ 

第３章 基本理念・基本目標 

    ３ 重点的な取組 

第４章 地域福祉施策の展開 

第５章 重層的支援体制整備事業に向けて 

第６章 第２期成年後見制度利用促進基

本計画 

第７章 再犯防止推進計画 

第８章 計画の推進体制 
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第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画素案のポイント 

計画の構成 

概要 



   
・第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画では３つの基本目標と９つの施策を定めて体系化してい

ます。 

・計画の推進を図るため、特に積極的に取り組む必要がある４つの施策を重点取組としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
・これまでの指標を基本とし、基本目標ごとに２以上の指標を定めています。 

※   下線が変更箇所 

第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画 第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画素案 ページ 

基本目標１ 助け合いの｢心｣を育てる 

・福祉への関心度 

・小学校で福祉出前講座に参加した児童の割合 

基本目標２ 助け合う｢人｣を育てる 

・ボランティア活動に参加したいと思う人の割合  

・市民の福祉活動が活発に行われている

まちであると感じる人の割合 

基本目標３ 地域で助け合う｢仕組｣を育てる  

・困った時に隣近所で助け合えるまちで

あると感じる人の割合 

・地域の絆づくり事業に取り組む地区の

数 

基本目標４ 幸せあふれる｢環境｣をつくる 

・他の組織・団体との連携の有無 

・成年後見制度の認知度 

基本目標１ 支え合う｢人｣を育てる 

・福祉に関心がある人の割合 

・市内学校のうち福祉出前講座を実施した学校数  

 

・ボランティア活動に参加したことがある人の割合 

・福祉活動が活発に行われているまちと

思っている人の割合 

基本目標２ 支え合う｢地域｣をつくる 

・困った時に隣近所で助け合えるまちで

あると感じる人の割合 

・地域には災害時に助け合ったり、支え合 

ったりする気運があると思う人の割合 

基本目標３ 幸せあふれる｢仕組み｣をつくる  

・他の組織・団体との連携の有無 

・成年後見制度を知っている人の割合 

・子育て支援センターや児童館の取組に

対する満足度 

・高齢者福祉サービスの取組に対する満足度  

・障がい者福祉サービスの取組に対する満足度 
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基本目標と施策 

基本目標１ 支え合う｢人｣を育てる(p.62～) 

〈施策〉 〇地域福祉に関する情報提供    

◎地域や学校における福祉教育の推進【重点】 

◎地域活動への参加の促進【重点】     

〇地域福祉の担い手の育成 

 

基本目標２ 支え合う｢地域｣をつくる(p.71～) 

〈施策〉 〇地域活動の推進 

◎防災・防犯活動の推進・充実【重点】 

 

基本目標３ 幸せあふれる｢仕組み｣をつくる(p.76～) 

〈施策〉 ◎包括的な支援体制の推進【重点】 

〇権利擁護の充実 

〇多様な福祉問題を抱える人に対する支援 

指標 


